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請願第６号「学校給食費の無料化を求める請願（資料）」 

 
１ 学校給食費について 

（１）法律等の規定 

学校給食費については、学校給食法等において、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運

営に要する経費は設置者の負担として、設置者が負担する経費以外の学校給食に要する経費を保護者の負担とすると規定さ

れている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○学校給食法 

（経費の負担） 
第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの

は、義務教育諸学校の設置者の負担とする。 
２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学校給食を受ける児童又は生徒の

学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。 
 
○学校給食法施行令 

（設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費） 
第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費

は、次に掲げる経費とする。 
一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十七条（同法第

四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。）又は第六十九条の規定により義務教育諸学校

に置かれる職員をいう。）に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負

担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。 
二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費 
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（２）条例等の規定 

   本市における学校給食費の経費負担については、川崎市学校給食費の管理に関する条例等により、学校給食法に規定す

る経費のうち、食材料費を保護者等が負担する経費と定めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○川崎市学校給食費の管理に関する条例 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食費及び特別支援学校給食法第２場に規定する学校給食費をいう。 
（２）学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食費及び特別支援学校給食法第５条第１項に規定する経費以外の特別

支援学校給食法第２条に規定する学校給食に要する経費のうち規則で定めるものをいう。 
（３）学校給食費負担者 学校給食を受ける幼児、児童又は生徒の保護者等（幼児、児童又は未成年の生徒については学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を

負担する者をいう。）をいう。 
 
○川崎市学校給食費の管理に関する条例施行規則 
（保護者等が負担する経費） 
第２条 条例第２条第２号に規定する規則で定めるものは、食材料費とする。 
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２ 国の動向 

○こども・子育て政策の強化について（試案）（令和５年３月３１日） 抜粋 

   学校給食費の無償化に向けて、給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理を行う。 
 
○こども未来戦略方針（令和５年６月１３日） 抜粋 

   学校給食費の無償化の実現に向けて、まず、学校給食費の無償化を実現する自治体における取組実態や成果・課題の調

査、全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、１年以内にその結果を公表する。 
   その上で、小中学校の給食実施状況の違いや法制面等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討する。 
 
○経済財政運営と改革の基本方針２０２３（令和５年６月１６日） 抜粋 

   こども・子育て政策の抜本強化に向け、縦割りを超え、多様な施策とこども政策との連携を図る必要がある。このため、

少子化時代における質の高い公教育の再生の強力な推進を図る。学校給食無償化の課題整理等を行う。 
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３ 市立学校（小学校・中学校・特別支援学校）の給食（令和５年度） 

 
 ○小学校  １１４校  ７３，７２７人（令和５年５月１日現在） 
     給食内容  完全給食 
     給食回数  最大１８７回 
     給 食 費  １食当たり２７０円、月額４，６００円 
 
○中学校   ５２校  ２９，８３２人（令和５年５月１日現在） 

     給食内容  完全給食 
     給食回数  １・２年生最大１６５回、３年生最大１５５回 
     給 食 費  １食当たり３２０円、月額４，８００円（１・２年生）、４，６００円（３年生） 
 
○特別支援学校  ４校（分校１校含む）  ６１８人（令和５年５月１日現在） 

     給食内容  完全給食 
     給食回数  最大１８３回 
     給 食 費  幼稚部   １食当たり１８０円、月額３，０００円 
           小学部   １食当たり２７０円、月額４，５００円 
           中・高等部 １食当たり３２０円、月額５，４００円 
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４ 学校給食費に係る決算及び予算の状況 

  学校給食に係る物資（食材料）の購入費は、保護者等から徴収する学校給食費徴収金等により賄われており、令和４年度決

算では、学校給食物資購入費 約５７億３，２００万円に対して、学校給食費徴収金及び新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の合算が約５８億３，５００万円となっている。 
【歳出】                                              （単位：円） 

 
Ｒ４当初予算 

（Ａ） 

Ｒ４補正予算 

（Ｂ） 

Ｒ４予算 計 

（Ａ＋Ｂ） 
Ｒ４決算 

Ｒ５当初予算 

（Ｃ） 

Ｒ５補正予算 

（Ｄ） 

Ｒ５予算 計 

（Ｃ＋Ｄ） 

学校給食物資購入費 5,850,884,000 236,161,000 6,087,045,000 5,731,948,342 5,819,890,000 554,138,000 6,374,028,000 

内訳 

小学校 4,089,841,470 165,127,732 4,254,969,202 4,031,202,577 4,070,301,840 390,385,688 4,460,687,528 

中学校 1,703,058,240 68,682,965 1,771,741,205 1,648,776,012 1,692,361,600 160,244,535 1,852,606,135 

特別支援学校 57,983,550 2,349,354 60,332,904 51,969,753 57,225,930 3,507,744 60,733,674 

計 5,850,883,260 236,160,051 6,087,043,311 5,731,948,342 5,819,889,370 554,137,967 6,374,027,337 

 
【歳入】                                              （単位：円） 

 
Ｒ４当初予算 

（Ａ） 

Ｒ４補正予算 

（Ｂ） 

Ｒ４予算 計 

（Ａ＋Ｂ） 
Ｒ４決算 

Ｒ５当初予算 

（Ｃ） 

Ｒ５補正予算 

（Ｄ） 

Ｒ５予算 計 

（Ｃ＋Ｄ） 

物品売払収入 

（学校給食物資購入費） 
5,850,884,000 0 5,850,884,000 5,565,507,724 5,819,890,000 0 5,819,890,000 

教育費国庫補助金 0 236,161,000 236,161,000 269,443,475 0 554,138,000 554,138,000 

計 5,850,884,000 236,161,000 6,087,045,000 5,834,951,199 5,819,890,000 554,138,000 6,374,028,000 
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５ 請願事項 

  小中学校の給食費を無料にしてください。 
 
６ 本市の考え方 

  学校給食に係る経費については、学校給食法等に基づき、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費や人件費、光

熱水費等は公費で負担し、食材料費のみを学校給食費として保護者の負担とすることを原則的な考え方としています。 
  経済的な理由で支払いが困難な御家庭については、生活保護制度や就学援助制度等が適切に活用されるよう、周知に努め

ています。 
  なお、令和５年度におきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰に伴う保護

者の負担軽減を図っております。 
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○他都市の学校給食費無償化の実施状況 

１ 政令指定都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

都市名 無償化の実施状況

1 札幌市

2 仙台市

3 さいたま市

4 千葉市 第三子以降で実施

5 川崎市

6 横浜市

7 相模原市

8 新潟市

9 静岡市

10 浜松市

11 名古屋市

12 京都市

13 大阪市 小学校・中学校で実施

14 堺市 小学校・特別支援学校で実施

15 神戸市

16 岡山市

17 広島市

18 北九州市

19 福岡市

20 熊本市
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２ 県内市町村 

 
 

都市名 無償化の実施状況 都市名 無償化の実施状況

1 横浜市 21 伊勢原市

2 川崎市 22 大磯町 小学校・中学校で実施

3 相模原市 23 二宮町

4 横須賀市 24 南足柄市

5 鎌倉市 25 中井町 小学校・中学校で実施

6 藤沢市 26 大井町

7 茅ケ崎市 27 松田町

8 逗子市 28 山北町 小学校・中学校で実施

9 三浦市 29 開成町

10 葉山町 30 小田原市

11 寒川町 31 箱根町 小学校・中学校で実施

12 厚木市 32 真鶴町

13 大和市 第三子以降で実施 33 湯河原町

14 海老名市

15 座間市

16 綾瀬市

17 愛川町

18 清川村 小学校・中学校で実施

19 平塚市

20 秦野市


